
平
成
19
年
12
月
定
例
会
の

あ

ら

ま

し

　

平
成
19
年
12
月
定
例
会
は
、
12 

月
３
日
か
ら
25
日
ま
で
の
23
日
間 

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
開
会
日
の
３
日
に
は
、
ま
ず
、
議

員
発
議
に
よ
り
「
道
路
整
備
の
促
進

及
び
道
路
特
定
財
源
諸
税
の
暫
定
税

率
延
長
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
に

つ
い
て
」
の
議
案
１
件
が
提
案
さ
れ
、 

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
た
平
成
18
年
度
決
算
関
係
の
議

案
４
件
が
い
ず
れ
も
、
原
案
の
と
お

り
認
定
及
び
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
次

に
、
市
長
か
ら
「
米
子
市
職
員
の
退

職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
な
ど

の
議
案
19
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
５
日
か
ら
７
日
ま
で
及
び
10
日
の

４
日
間
は
、
17
人
の
議
員
に
よ
る
市

政
一
般
に
対
す
る
質
問
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
12
日
か
ら
14
日
ま
で
、
17
日
、
18

日
及
び
20
日
の
６
日
間
は
、
議
案
及

び
陳
情
の
審
査
等
の
た
め
、
委
員
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
終
日
の
25
日
に
は
、
ま
ず
、
各

委
員
会
の
委
員
長
か
ら
議
案
及
び
陳

情
の
審
査
報
告
が
あ
り
、
採
決
の
結

果
、
い
ず
れ
も
、
委
員
長
報
告
の
と

お
り
決
し
ま
し
た
。
次
に
、
議
員

発
議
に
よ
り
「
米
子

–

ソ
ウ
ル
国
際

定
期
便
利
用
促
進
実
行
委
員
会
負
担

金
に
関
す
る
附
帯
決
議
に
つ
い
て
」

の
議
案
１
件
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、

賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
市
長
か
ら
「
人
権
擁
護
委
員

候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
」
の
諮
問

１
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
が

あ
り
、
原
案
の
と
お
り
同
意
さ
れ
ま

し
た
。
次
に
、
議
員
発
議
に
よ
り

「
地
方
財
政
の
強
化
・
拡
充
、
及
び

財
政
健
全
化
法
の
施
行
に
当
た
っ
て

は
地
方
自
治
原
則
の
堅
持
を
求
め
る

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
」
の
議
案

１
件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
今
回
審
議
さ
れ
た
案
件
は
、

別
表
の
と
お
り
49
件
で
、
審
議
結
果

に
つ
い
て
は
、
13
・
14
㌻
の
一
覧
表

の
と
お
り
で
す
。
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平
成
20
年
1
月
臨
時
会
の

あ

ら

ま

し

　

１
月
７
日
及
び
17
日
に
、そ
れ
ぞ 

れ
招
集
さ
れ
た
平
成
20
年
１
月
臨
時

会
は
、「
市
道
の
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
」、「
平
成
19
年
度
米
子
市
一
般
会

計
補
正
予
算（
補
正
第
５
回
）（
原
油

価
格
高
騰
に
伴
う
緊
急
対
策
事
業
）」

の
議
案
１
件
ず
つ
が
提
案
さ
れ
、委 

員
会
審
査
の
後
、そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

区 分 件数

議 案 2 6

諮 問 1

陳 情 2 2

合 計 4 9

別 表

　道路は、国民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、その整備は私たちが長年にわたり熱望しているところである。
　揮発油税等の道路特定財源は、その全額を道路整備に充当することとされており、税率についても、暫定税率の適用が来春まで延長され
るなど社会資本整備重点計画の計画的執行を行うための重要な財源となっている。
　しかしながら、昨年１２月８日に閣議決定された「道路特定財源の見直しに関する具体策」が示され、見直しの作業が進められており、
道路整備において必要な事業が確実に行えない懸念が生じている。
　道路整備は、活力ある地域社会や安全・安心で快適な市民生活を実現する上で必要不可欠であり、自動車が担う役割の高い本市におい
ては、道路の整備水準向上が喫緊の課題であり、市民の切なる願いでもある。
　よって、国会、政府におかれては、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要請する。

記
１ 　私たちが期待する道路整備を計画的かつ着実に進めるため、受益者負担という道路特定財源制度の趣旨に反することなく、市民の切な

る要望にこたえられるだけの財源を確保すること。そのために、暫定税率の維持を含む必要な法改正を確実に実施すること。
２ 　高規格幹線道路が既に完成し地域の発展に寄与している地域がある一方、米子市を初めとする山陰地方は、これから整備が本格化す

る地域である。山陰道の全線開通を初めとし、山陰道米子道路及び中国横断自動車道（岡山－米子線）の４車線化など、高速道路ネッ
トワークの整備を推進し早期の完成に努めること。

３ 　地域間格差への対応、安全・安心の確保、豊かな生活環境の創造等の観点から、国民の道路整備に対するニーズを幅広く酌み取ると
ともに、国民の期待にこたえるべく、道路整備を計画的かつ着実に推進すること。

４ 　今後、高齢化する道路ストックが増大することを踏まえ、道路網の安全性及び耐久性が確保されるよう、適時適切な修繕等による効率
的な道路ストック管理を行うこと。

　 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　平成１９年１２月３日
米 子 市 議 会

　衆議院議長　参議院議長　様
　内閣総理大臣　総務大臣　財務大臣　国土交通大臣　様

　政府は、「地方分権」を名目にした「三位一体の改革」（２００４－２００６年度）によって地方財政を６．８兆円（補助金改革マイナス４．７兆
円、税源移譲３兆円、交付税改革マイナス５．１兆円）も縮小し、しかも自治体には過去の「経済対策」による公共事業の地方債償還が重く
のしかかり、２００６年度決算を見ると、とりわけ地方の自治体の財政状況が悪化し、住民福祉の増進を安定的に進める上で重大な困難をも
たらしている。
　しかし、先の参議院選挙では、地方間格差を是正し、地方切り捨ての構造改革政治を抜本的に見直すことを求める国民の意思が明白に示
されたところである。
　ところが、第１６６回国会で成立した「財政健全化法」に基づいて制定される政省令や運用いかんによっては、国が直接、管理下に置い
て住民サービスの削減、住民負担の強化、自治体職員の削減と労働条件引き下げを強要する「早期健全化」団体、「財政再生」団体を続
出させ、地方自治を破壊し、住民の暮らし・権利を守る自治体の責任を解体させるおそれがある。しかも、新たに「自治体破たん法制」が
導入されると、財政力がぜい弱な自治体は低利の資金調達ができず、金融機関やファンドが自治体を管理するおそれも発生する。
　よって、政府におかれては、真の地方分権を確立する自治体財政を確保するとともに、財政健全化法の施行に当たっては地方自治原則をじゅ
うりんすることのないよう、下記の事項を強く求める。

記
１ 　「三位一体の改革」において、国の財政再建を優先させた結果、地方財政を圧縮させ、今日の地方財政危機をもたらしていることを踏まえ、

安定的財源の自治体への移譲、財政保障機能と財政調整機能を保障した地方交付税の確保等により地方財政を抜本的に拡充すること。
２ 　財政健全化法の施行（政省令の制定及び運用）に当たっては、自治体関係者の意見を尊重すること。自治体の自主性を重んじ、自治

体の財政運営に対する国の関与を減らすこと。「早期健全化」「財政再生」自治体にあっても、住民自治及び住民の基本的人権を保障す
る措置を講じること。

３ 　地方債発行に対する国の保障をなくし、債務調整などを前提とした地方債「自由化」に転換するならば、とりわけ財政力のぜい弱な自
治体にとっては、住民福祉の増進という自治体の責務を果たせなくなるため、自治体の財源確保に対する国の保障制度を堅持すること。

　 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　平成１９年１２月２５日
米 子 市 議 会

　内閣総理大臣　総務大臣　様

道路整備の促進及び道路特定財源諸税の暫定税率延長に関する意見書
▽意見書▽　12 月定例会で可決された意見書は、次の 2 件です。

地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行に当たっては地方自治原則の堅持を求める意見書
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１		 市税、使用料等の滞納対策について
 　市民に対し、納税意識高揚のより一層の啓発を行うとともに、徴収体制の強化策として自治法の改正により可能と

なった民間への委託等民間ノウハウの活用、また、保育料の滞納対策については、収納事務から徴収事務に移行でき
るように特区による滞納解消策も含め検討されたい。

２		 入札業務について
 　入札希望者数の制限を改め、競争性をより高めるとともに、総合評価落札方式の導入についても検討をされたい。

また、随意契約については、例外的な契約であり競争性・透明性の観点から今後も検討が必要であり、特にクリーン
センター運転管理業務、財団法人鳥取県情報センターに対する委託業務は多額な契約でありながら恒常的に１社との
契約が行われている。今後、入札による契約が図られないか検討されたい。

３		 借地料について
 　市民からの批判も多く、市長自らが地権者に対し、粘り強く交渉にあたる積極的な姿勢と実績を強く求めるもので

あり、今後は第三者機関の設置、近傍の土地価格等調査され、価格交渉をされたい。
４		 審議会のあり方について
 　審議会等の委員の選任に当たっては、今後より一層、施策の専門性という観点での選任に努められるとともに、慣

例的な各種団体からの推薦による選任については改善を図られたい。
５		 機構改革と職員配置について
 　機構改革にあたっては、行財政改革の義務的経費の削減という観点からも見直しが必要であり、職員昇格等につい

ては、人事評価システムの導入により、能力評価での適材適所の配置を行われたい。特に、家庭児童相談員、ケースワー
カー、保健師等、慢性的に超過勤務が必要となるなど、絶対数が不足している専門分野において必要人数の確保、適
正な配置を早急に求めるものである。

６		 指定管理業務について
 　指定管理者制度の導入での財政効果は、一定の評価はできるものの、一部に行政サービスの低下も見受けられる。

契約業務内容について、監督、管理体制の充実を図られたい。
７		 なかよし学級について
 　現在、米子市においては、２１校で開設されている中で、五千石、成実など、大幅に欠員の生じている箇所もあり、

必ずしも、保護者のニーズにこたえられていない。今後利用率を高めるためにも、午後５時までの開設ではなく、時
間延長を検討されたい。

８		 駅前簡易駐車場について
 　設置当初の諸事情は理解できるが、現状の厳しい財政状況や、駅前地下駐車場利用の向上、また、近隣の駐車場の

現状を考慮し、一般の利用については、有料化を検討されたい。
９		 崎津アミューズメント用地の土地活用について
 　崎津団地の債務解消については、市の財政上非常に大きな課題となっており、鳥取県が所有する住宅団地の動向を

踏まえながら、国・県との連携をより深め、早期売却を図られたい。
１０	 維持補修費の充実について
 　維持補修費は、前年度より大幅に削減されている。財産を良好に維持管理していく上で、決して好ましい状況では

なく政策配分を図られたい。特に、教育施設にあっては、災害時の避難所の指定や、恒常的に広く一般市民に利用さ
れている現状から、耐震調査や漏電対策等危険箇所の修繕について早期実施を図られたい。

１１	 いじめ・不登校の対応について
 　いじめ・不登校は、年々増加傾向にあり、予防教育の充実と市教委における独自の教員研修を図られたい。また、スクー

ルカウンセラー、相談員の常時配置等、相談できる体制の充実を図られたい。

 　以上、各般、多岐にわたって指摘し、要望してきたが、今後、ますます複雑多様化する行政需要に的確に対応し、
効率的な行財政運営が求められる中で、行財政改革の一層の推進を基本とし、厳しい財政状況ではあるが、原点に立
ち返り市民の視野に立って、市長のリーダーシップのもとに全職員が一丸となって英知を結集し、市政発展に努めら
れるよう切望するものである。

決算審査特別委員会指摘・要望事項
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原は
ら	

紀の
り
こ子

議
員（
公
明
党

議
員
団
）

耐
震
改
修
補
助
制
度
の
拡
大
、

高
齢
者
向
け
自
宅
担
保
の
融
資

に
つ
い
て

■
議
員　
耐
震
改
修
促
進
税
制
、
戸

建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

補
助
制
度
な
ど
各
種
制
度
の
利
用
が

進
ま
な
い
中
、
耐
震
化
対
策
を
ど
の

よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

■
市
長　
本
年
３
月
に
鳥
取
県
が
策

定
し
た
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
基
づ

き
、
本
市
の
計
画
を
本
年
度
中
に
策

定
し
、
来
年
度
か
ら
実
施
す
る
予
定

で
あ
る
が
、
こ
の
計
画
の
中
に
、
耐

震
診
断
・
耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す

る
目
標
、
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
、

促
進
す
る
た
め
の
指
導
、
及
び
建
築

物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上

に
関
す
る
啓
発
及
び
普
及
に
関
す
る

事
項
な
ど
を
盛
り
込
む
予
定
で
あ
る
。

■
議
員　
国
土
交
通
省
は
、
高
齢
者

が
自
宅
を
担
保
に
耐
震
改
修
費
を
借

り
入
れ
る
際
、
登
記
な
ど
の
手
続
に

係
る
費
用
の
補
助
制
度
を
創
設
す
る

方
針
だ
が
、
そ
の
内
容
を
伺
う
。

■
市
長　
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
自

宅
を
担
保
と
す
る
高
齢
者
向
け
融
資

制
度
に
は
、
登
記
な
ど
の
手
続
費

用
が
20
万
円
程
度
必
要
で
あ
る
た
め
、

利
用
促
進
策
と
し
て
、
一
定
割
合
を

助
成
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

■
議
員　
こ
れ
ら
の
新
た
な
制
度
を

本
市
は
ど
う
取
り
入
れ
て
い
く
の
か
。

■
市
長　
い
ず
れ
も
、
住
宅
・
建
築

物
の
耐
震
化
を
進
め
る
上
で
重
要
で

あ
る
た
め
、
可
能
な
限
り
新
し
い
制

度
を
取
り
入
れ
、
市
民
に
活
用
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

新
入
札
方
式「
総
合
評
価
落
札

方
式
」の
導
入
の
推
進
に
つ
い

て

   

■
議
員　
総
合
評
価
落
札
方
式
の
導

入
が
全
国
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

06
年
度
の
導
入
状
況
は
、
市
町
村
で

は
わ
ず
か
２
㌫
で
あ
る
。
市
町
村
で

の
導
入
が
遅
れ
て
い
る
理
由
は
、
①

参
加
事
業
者
を
評
価
す
る
体
制
が
整

っ
て
い
な
い
こ
と
②
導
入
に
必
要
な

技
術
者
の
派
遣
や
事
務
経
費
な
ど
費

用
が
か
か
る
こ
と
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
国
土
交
通
省
は
、
市
町

村
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
た

り
、
財
政
面
で
の
支
援
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
支
援
内
容
を
伺

う
。
ま
た
、
今
後
、
本
市
は
こ
の
総

合
評
価
落
札
方
式
の
導
入
を
積
極
的

に
推
進
し
て
い
く
考
え
が
あ
る
の
か
。

■
市
長　
総
合
評
価
方
式
は
、
工
事

入
札
で
工
事
の
品
質
を
確
保
す
る
た

め
、
単
に
価
格
だ
け
で
落
札
者
を
決

定
す
る
の
で
は
な
く
、
技
術
力
等
の

面
も
含
め
て
総
合
的
に
評
価
し
て
落

札
者
を
決
定
す
る
方
式
で
あ
る
。
国

土
交
通
省
の
支
援
内
容
は
、
制
度
導

入
を
検
討
す
る
際
、
外
部
か
ら
の
技

術
者
職
員
の
派
遣
に
対
し
て
、
日
当

や
旅
費
の
支
援
等
で
あ
る
が
、
本
市

で
は
市
職
員
で
導
入
の
検
討
を
行
っ

た
た
め
、
財
政
支
援
を
受
け
る
必
要

は
な
か
っ
た
。
な
お
、
本
市
で
は
こ

の
方
式
の
試
行
を
今
年
度
既
に
実
施

し
て
お
り
、
今
後
、
こ
の
試
行
の
結

果
や
県
又
は
他
の
自
治
体
で
の
導
入

方
法
を
検
討
し
た
上
で
、
本
格
導
入

に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

伊い
と
う藤
ひ
ろ
え
議
員（
未
来
）

食
育
に
つ
い
て

■
議
員　
17
年
６
月
に
施
行
さ
れ
た

食
育
基
本
法
に
は
、
「
食
育
は
あ
ら

ゆ
る
世
代
の
国
民
に
必
要
な
も
の
で

あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
食

育
は
、
心
身
の
成
長
及
び
人
格
の
形

成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
生
涯

に
わ
た
っ
て
健
全
な
心
と
身
体
を
培

い
豊
か
な
人
間
性
を
育
ん
で
い
く
基

礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
明
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

　
⑴
食
育
の
目
的
と
必
要
性

　
⑵
現
在
行
っ
て
い
る
施
策

　
⑶
今
後
必
要
な
取
組

■
教
育
長　
⑴
子
ど
も
た
ち
に
対
す

る
食
育
は
、
様
々
な
経
験
を
通
じ
て
、

食
に
関
す
る
知
識
と
食
を
選
択
す
る

力
を
習
得
し
、
自
ら
食
の
あ
り
方
を

学
び
、
健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る

こ
と
が
で
き
る
人
間
を
育
て
る
た
め

に
も
必
要
で
あ
る
。

　
⑵
望
ま
し
い
食
習
慣
や
知
識
の
習

得
が
図
れ
る
よ
う
給
食
の
場
に
お
け

る
食
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
促
進
、
食
に
関
す
る
様
々
な
体

験
活
動
、
食
に
か
か
わ
る
人
々
へ
の

感
謝
の
念
や
理
解
を
深
め
る
教
育
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　
⑶
①
教
職
員
、
保
護
者
に
対
す
る

食
育
の
重
要
性
の
周
知
徹
底
②
食
育

の
全
体
計
画
の
作
成
③
食
育
の
指
導

体
制
の
整
備
④
食
育
に
関
す
る
資
料

の
収
集
⑤
保
護
者
に
対
す
る
啓
発
の

機
会
や
方
法
の
検
討
ー
な
ど
食
育
の

推
進
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
な
い
米
子
市

を
目
指
し
て

■
議
員　
暴
力
に
は
、
殴
る
蹴
る
な

ど
の
身
体
的
暴
力
、
無
視
や
暴
言
な

ど
の
心
理
的
暴
力
、
レ
イ
プ
や
児
童

ポ
ル
ノ
な
ど
の
性
暴
力
、
育
児
放
棄

な
ど
が
あ
る
。
暴
力
は
い
ず
れ
も
人

の
心
と
身
体
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ

る
。
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間
で

あ
っ
た
が
、
本
市
に
お
け
る
児
童
虐

待
の
現
状
を
伺
う
。

■
市
長　
18
年
度
の
児
童
虐
待
又
は

そ
の
疑
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
相
談

の
受
付
件
数
は
53
件
で
あ
り
、
そ
の

う
ち
児
童
相
談
所
に
送
致
し
た
件
数

は
17
件
で
、
虐
待
通
告
件
数
は
41
件

で
あ
っ
た
。

■
議
員　
本
市
が
行
っ
て
い
る
児
童

虐
待
防
止
の
取
組
を
伺
う
。

■
市
長　
①
子
育
て
に
対
し
て
不
安

や
孤
立
感
等
を
抱
え
る
家
庭
、
虐
待

市
政
一
般
に
対
す
る
質
問

　
質
問
と
答
弁
に
つ
い
て
は
、紙
面
の
都
合
上
、１
人
２
項
目
以
内
と
し
て
、

要
約
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。
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の
リ
ス
ク
を
抱
え
る
家
庭
を
把
握
し
、

養
育
支
援
が
必
要
な
家
庭
に
対
し
、

育
児
支
援
家
庭
訪
問
事
業
を
実
施
し

て
い
る
。
②
児
童
虐
待
の
通
告
先
に

な
っ
て
い
る
家
庭
児
童
相
談
室
で
は
、 

家
庭
や
関
係
機
関
か
ら
の
様
々
な
児

童
相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
、
初
期

段
階
か
ら
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
、

児
童
虐
待
の
防
止
に
努
め
て
い
る
。

③
親
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
、
子
育
て
中
の
人
が

日
ご
ろ
の
思
い
や
悩
み
な
ど
を
話
し

合
う
中
で
、
健
康
で
幸
せ
な
子
ど
も

を
育
て
る
た
め
の
前
向
き
な
方
法
を

見
出
せ
る
よ
う
手
助
け
を
行
っ
た
。

八や
わ
た幡
美よ
し
ひ
ろ博

議
員（
未
来
）

米
子
駅
前
サ
テ
ィ
問
題
に
つ
い

て■
議
員　
こ
の
度
、
マ
イ
カ
ル
か
ら

米
子
駅
前
開
発
㈱
の
全
株
式
を
取
得

し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
の

こ
と
だ
が
、
駅
前
サ
テ
ィ
の
賃
貸
借

契
約
は
、
過
去
幾
多
の
変
遷
が
あ
り
、

契
約
形
態
も
複
雑
で
分
か
り
に
く
い

た
め
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

　
⑴
賃
貸
料
の
交
渉
の
推
移
と
今
回

の
申
し
出
に
至
っ
た
経
過

　
⑵
店
舗
部
分
の
建
物
の
評
価
額

　
⑶
株
式
買
収
の
時
期

■
市
長　
⑴
マ
イ
カ
ル
の
経
営
難
か

ら
、
11
年
に
敷
金
免
除
を
条
件
に
年

額
約
１
億
円
の
賃
料
減
額
を
行
い
、

さ
ら
に
14
年
に
は
マ
イ
カ
ル
へ
の
会

社
更
生
法
の
適
用
に
よ
り
、
再
度

１
億
５
０
０
０
万
円
の
賃
料
減
額
を

行
っ
た
。
会
社
更
生
法
適
用
終
了
後

の
18
年
３
月
か
ら
マ
イ
カ
ル
と
の
賃

料
復
元
交
渉
を
開
始
し
、
そ
の
中
で

敷
金
の
返
還
免
除
要
求
も
行
っ
て
き

た
が
、
駅
前
サ
テ
ィ
店
が
赤
字
店
舗

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
賃
料
復
元

や
敷
金
の
返
還
免
除
に
は
強
い
抵
抗

が
あ
る
マ
イ
カ
ル
側
か
ら
代
案
と
し

て
、
駅
前
開
発
㈱
の
発
行
株
式
の
購

入
、
子
会
社
化
を
図
る
こ
と
に
よ
る

経
費
の
削
減
と
駅
前
サ
テ
ィ
店
の
活

性
化
を
図
り
た
い
と
の
提
案
が
あ
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　
⑵
約
20
億
４
０
０
０
万
円
で
あ
る
。

　
⑶
今
年
度
末
を
予
定
し
て
い
る
。

■
議
員　

先
日
の
経
済
教
育
委
員

会
で
「
1�
年
の
賃
貸
料
の
交
渉
の
際
、

マ
イ
カ
ル
側
か
ら
、
敷
金
返
還
債
務

免
除
は
債
権
放
棄
に
な
る
た
め
で
き

な
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
」
と
説
明

さ
れ
た
が
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

■
市
長　
会
社
更
生
法
適
用
中
で
あ

り
、
敷
金
・
保
証
金
の
返
還
免
除
は

債
権
放
棄
に
当
た
る
た
め
困
難
で
あ

っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

■
議
員　
現
在
、
駅
前
開
発
㈱
は
赤

字
決
算
を
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、

５
年
ご
と
の
返
還
債
務
免
除
の
決
算

を
区
切
り
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
利
益

を
株
主
に
配
当
し
た
上
で
売
却
に
応

じ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

■
市
長　
駅
前
開
発
㈱
は
敷
金
返
還

免
除
年
度
の
決
算
は
黒
字
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
４
年
間
は
赤

字
決
算
を
行
っ
て
お
り
、
配
当
で
き

る
よ
う
な
多
額
の
余
剰
金
は
出
な
い

状
況
で
あ
る
。

■
議
員　
駅
前
サ
テ
ィ
横
簡
易
駐
車

場
の
持
分
９
分
の
１
を
駅
前
開
発
㈱

が
取
得
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

■
市
長　
駅
前
サ
テ
ィ
と
し
て
も
駐

車
台
数
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た

た
め
、
駐
車
場
施
設
利
用
可
能
台

数
か
ら
県
と
の
約
束
で
確
保
す
る

７
０
０
台
を
除
く
９
分
の
１
を
取
得

し
た
。

■
議
員　
駅
前
開
発
㈱
の
持
分
９
分

の
１
を
米
子
市
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き

だ
と
思
う
が
い
か
が
か
。

■
市
長　
現
時
点
で
は
緊
急
の
必
要

性
が
な
く
財
政
的
に
も
困
難
で
あ
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て

  

門か
ど
わ
き脇
邦く
に
こ子

議
員（
未
来
）

市
民
の
満
足
度
に
つ
い
て（
天

下
り
に
つ
い
て
）

■
議
員　
平
成
17
年
４
月
、
本
市
は

市
職
員
の
外
郭
団
体
へ
の
天
下
り
を

廃
止
し
、
市
民
は
公
務
員
優
遇
の
1

つ
が
な
く
な
っ
た
と
歓
迎
し
た
。
そ

こ
で
以
下
伺
う
。

　
⑴
外
郭
団
体
へ
の
天
下
り
を
廃
止

し
た
背
景

　
⑵
補
助
金
及
び
委
託
金
交
付
団
体

へ
の
市
Ｏ
Ｂ
職
員
の
再
就
職
状
況

　
⑶
社
会
福
祉
協
議
会
や
駅
前
開
発

㈱
役
員
と
し
て
市
Ｏ
Ｂ
職
員
が
採
用

さ
れ
る
こ
と
へ
の
所
見

■
市
長　
⑴
市
Ｏ
Ｂ
職
員
優
遇
へ
の

批
判
や
プ
ロ
パ
ー
職
員
の
人
材
活
用

を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
⑵
把
握
し
て
い
な
い
。

　
⑶
社
会
福
祉
協
議
会
へ
は
、
当
該

団
体
の
求
め
に
応
じ
、
駅
前
開
発
㈱

へ
は
、
マ
イ
カ
ル
と
の
困
難
な
交
渉

を
控
え
、
状
況
を
理
解
し
て
い
る
人

が
望
ま
し
い
と
の
民
間
の
役
員
の
意

見
が
あ
り
、
就
任
さ
れ
て
い
る
。

■
議
員　
廃
止
し
た
は
ず
が
、
ま
た

２
人
に
な
り
、
「
天
下
り
は
あ
る
」

と
し
か
見
え
な
い
。
市
の
Ｏ
Ｂ
職
員

が
、
補
助
金
や
委
託
金
を
交
付
し
て

い
る
団
体
・
企
業
に
再
就
職
す
る
こ

と
は
、
市
民
協
働
を
推
進
す
る
市
政

運
営
上
好
ま
し
い
と
思
う
の
か
。

■
市
長　
あ
っ
せ
ん
は
し
て
い
な
い
。

■
議
員　
補
助
金
や
委
託
金
を
交
付

し
て
い
る
団
体
・
企
業
は
、
職
員
名

簿
を
市
に
提
出
す
る
制
度
等
を
策
定

す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

孤
独
死
に
つ
い
て

   

■
議
員　
今
や
孤
独
死
は
、
高
齢
者

夫
婦
世
帯
や
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

の
問
題
か
ら
、
む
し
ろ
、
社
会
や
家

族
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
中
高
年

男
性
の
問
題
へ
と
焦
点
が
移
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
以
下
伺
う
。

　
⑴
本
市
で
の
孤
独
死
の
現
状

　
⑵
孤
独
死
防
止
の
た
め
の
取
組

■
市
長　
⑴
そ
の
よ
う
な
情
報
を
集

計
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
⑵
一
人
暮
ら
し
で
虚
弱
な
高
齢
者

を
対
象
に
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る

安
否
確
認
や
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の

設
置
事
業
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

■
福
祉
保
健
部
長　
生
活
保
護
受
給

者
や
市
営
住
宅
入
居
者
で
、
死
亡
後

に
発
見
さ
れ
た
単
身
者
は
、
18
年
度

で
は
男
性
５
人
、
そ
の
う
ち
65
歳
未

満
が
３
人
で
あ
っ
た
。
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■
議
員　

高
齢
者
に
は
支
援
制
度

が
あ
る
も
の
の
、
増
加
傾
向
に
あ

る
�0
・
�0
歳
代
男
性
の
孤
独
死
に
は
、

今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

■
人
権
政
策
監　
男
性
は
、
女
性
の

２
倍
以
上
の
高
率
で
孤
独
死
し
や
す

い
と
い
う
報
告
が
あ
る
。
孤
独
死
に

至
る
要
因
は
様
々
で
あ
る
が
、
男
は

仕
事
、
女
は
家
庭
と
い
っ
た
性
別
に

よ
る
固
定
的
役
割
分
担
意
識
の
解
消

や
地
域
活
動
へ
の
参
加
を
促
す
よ
う

な
啓
発
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

男
性
の
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
が

深
ま
れ
ば
、
対
策
の
一
助
と
な
る
面

も
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
を
め
ぐ

　
っ
て

岡お
か
む
ら村
英え
い
じ治

議
員（
日
本
共
産
党

米
子
市
議
会

議

員

団
）

市
民
生
活
に
軸
足
を
置
い
た
予

算
編
成
を

■
議
員　
本
市
の
20
年
度
の
予
算
編

成
方
針
は
、
本
市
が
置
か
れ
て
い
る

財
政
状
況
に
目
を
奪
わ
れ
、
市
民
生

活
の
実
態
を
二
の
次
に
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
市
民
の
切
実
な
願
い

を
ど
う
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
行
動

を
起
こ
す
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
願

い
に
こ
た
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
が

市
政
の
大
事
な
役
割
で
は
な
い
の
か
。

■
市
長　
20
年
度
の
予
算
編
成
は
、

一
般
財
源
が
縮
小
す
る
中
で
厳
し
い

予
算
編
成
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
が
、

市
民
に
と
っ
て
真
に
必
要
な
公
共
サ

ー
ビ
ス
は
、
市
民
生
活
に
支
障
が
生

じ
な
い
よ
う
最
大
限
配
慮
し
て
い
き

た
い
。

■
議
員　
財
源
論
を
言
う
の
で
あ
れ

ば
、
①
大
企
業
へ
の
行
き
過
ぎ
た
減

税
を
や
め
、
応
分
の
負
担
を
求
め
る

こ
と
②
軍
事
費
を
削
る
こ
と
③
①
②

な
ど
を
国
に
求
め
、
地
方
へ
の
支
援

を
強
め
さ
せ
る
こ
と
ー
な
ど
の
主
張

を
す
る
こ
と
が
、
住
民
の
暮
ら
し
・

福
祉
を
守
る
道
を
切
り
開
く
も
の
で

は
な
い
の
か
。

■
市
長　
地
方
税
財
源
に
つ
い
て
は
、

全
国
市
長
会
を
は
じ
め
と
す
る
地
方

六
団
体
か
ら
国
に
対
し
て
、
地
方
交

付
税
の
総
額
確
保
や
地
方
消
費
税
の

拡
充
な
ど
、
地
方
税
財
政
の
充
実
強

化
を
求
め
る
要
望
や
意
見
書
を
提
出

し
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
税
財

源
の
充
実
を
国
に
対
し
て
働
き
か
け

て
い
き
た
い
。

憲
法
を
守
り
美
保
基
地
強
化
に

反
対
を（
11
月
の
日
米
共
同
演	

習
で
の
米
軍
機
飛
来
に
つ
い
て
）   

■
議
員　
11
月
７
日
に
美
保
基
地
で

行
わ
れ
た
演
習
は
、
在
外
邦
人
等
を

米
軍
及
び
自
衛
隊
の
航
空
機
で
輸
送

す
る
と
い
う
内
容
で
、
米
軍
や
自
衛

隊
の
Ｃ
１
３
０
輸
送
機
な
ど
が
多
数

飛
来
し
た
。
重
大
な
こ
と
は
、
こ
う

し
た
米
軍
機
の
美
保
基
地
へ
の
飛
来

が
、
「
影
響
が
軽
微
だ
」
と
い
う
こ

と
で
、
鳥
取
県
知
事
や
米
子
・
境
港

両
市
長
な
ど
に
意
見
照
会
さ
れ
る
こ

と
な
く
強
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

市
長
は
こ
う
し
た
事
態
が
住
民
に
と

っ
て
「
影
響
が
軽
微
だ
」
と
考
え
て

い
る
の
か
。

■
市
長　
こ
の
度
の
米
軍
機
の
飛
来

は
、
地
元
に
対
し
て
危
険
を
及
ぼ
す

と
か
、
重
大
な
影
響
が
あ
っ
た
と
は

思
っ
て
い
な
い
。

■
議
員　
平
和
団
体
の
申
入
れ
に
対

し
、
対
応
し
た
副
市
長
は
「
経
緯
に

つ
い
て
調
査
す
る
」
と
答
え
て
い
る

が
、
事
実
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

■
市
長　
９
月
７
日
に
中
国
四
国
防

衛
局
か
ら
実
働
訓
練
を
計
画
し
て
い

る
と
の
話
が
あ
り
、
10
月
９
日
に
美

保
基
地
司
令
か
ら
11
月
５
日
か
ら
16

日
ま
で
の
間
で
実
施
す
る
と
の
通
知

を
受
け
て
い
る
。
10
月
25
日
に
美
保

基
地
渉
外
室
か
ら
訓
練
の
概
要
と
11

月
７
日
に
実
施
す
る
と
の
連
絡
が
入

り
、
議
員
、
地
元
振
興
協
議
会
会
長
、

地
元
６
地
区
の
自
治
連
合
会
長
へ
お

知
ら
せ
を
し
た
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
同
和
施
策
を
終
結
し
公
正
な
行
政
を

○
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
の
入
札

　
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

岩い
わ
さ
き𥔎
康や
す
ろ
う朗

議
員（
新
風
）

公
民
館
職
員
の
超
過
勤
務
に
つ

い
て

■
議
員　
本
市
で
は
、
本
年
度
か
ら

公
民
館
職
員
の
超
過
勤
務
手
当
を
支

払
わ
な
い
方
針
が
出
さ
れ
た
が
、
理

由
は
何
か
。

■
教
育
長　
18
年
度
ま
で
時
間
外
勤

務
の
削
減
を
継
続
し
て
指
導
し
て
い

た
が
、
時
間
外
勤
務
の
削
減
に
取
り

組
む
公
民
館
が
あ
る
一
方
、
削
減
に

至
ら
な
い
公
民
館
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
是
正
す
る
た

め
、
19
年
度
は
時
間
外
勤
務
手
当
の

生
じ
な
い
勤
務
日
程
を
計
画
し
て
い

た
だ
い
た
。

■
議
員　
現
在
の
職
員
体
制
で
は
超

過
勤
務
は
な
い
が
、
そ
の
実
態
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。
超
過
勤
務
を

し
て
い
る
実
態
が
あ
る
の
な
ら
ば
、

サ
ー
ビ
ス
残
業
で
は
な
い
の
か
。
そ

の
場
合
、
労
働
基
準
法
に
抵
触
す
る

の
で
は
な
い
の
か
。

■
教
育
長　
公
民
館
職
員
の
勤
務
は

不
規
則
な
部
分
も
あ
り
、
ま
た
、
各

館
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
り
、
公
民 

館
長
の
指
導
の
も
と
、
フ
レ
ッ
ク
ス 

タ
イ
ム
や
週
休
日
の
振
替
え
に
よ
り 

勤
務
日
程
を
調
整
し
、
時
間
外
勤
務 

手
当
が
必
要
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し 

て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
お
り
、
労 

働
基
準
法
に
抵
触
し
な
い
も
の
と
考 

え
て
い
る
。
な
お
、
本
年
７
月
か
ら
、 

公
民
館
職
員
の
土
曜
日
勤
務
を
原
則 

な
く
し
た
こ
と
も
、
勤
務
日
程
の
調 

整
の
一
助
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ 

る
。

■
議
員　
公
民
館
の
設
置
時
期
と
設

置
目
的
を
伺
う
。

■
教
育
長　
公
民
館
は
、
文
化
、
学

術
を
学
習
す
る
た
め
の
「
社
会
教
育

法
」
に
の
っ
と
っ
た
生
涯
学
習
機
関
、

社
会
教
育
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て

い
る
。
本
市
で
は
、
昭
和
28
年
に
米

子
市
公
民
館
条
例
を
制
定
し
、
平
成

４
年
の
職
員
体
制
の
変
更
を
経
て
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

■
議
員　
今
後
の
公
民
館
の
方
向
性

を
伺
う
。

■
教
育
長　
公
民
館
は
、
地
域
の
生

涯
学
習
の
拠
点
で
あ
る
と
と
も
に
、

地
域
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

の
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
お
り
、
今
後
も
そ
の
方
向
で
考

え
て
い
る
。

■
議
員　
公
民
館
そ
の
も
の
の
あ
り

方
を
検
討
し
て
い
く
時
期
に
来
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
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■
市
長　
今
後
、
自
治
基
本
条
例
を

策
定
す
る
過
程
で
、
公
民
館
の
あ
り

方
も
１
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
検
討
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

■
議
員　
公
民
館
の
職
員
を
現
在
の

非
常
勤
職
員
か
ら
一
般
職
の
職
員
に

切
り
替
え
る
考
え
は
な
い
か
。

■
市
長　
公
民
館
職
員
は
、
週
30
時

間
勤
務
の
非
常
勤
職
員
と
し
て
一
定

の
勤
務
条
件
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
一
般
職
の
職
員
に
切
り

替
え
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

渡わ
た
な
べ辺
照て
る
お夫

議
員（
新
風
）

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対	

策
事
業
の
現
況
に
つ
い
て

■
議
員　
本
市
で
は
現
在
22
地
区
が

こ
の
事
業
を
採
択
す
る
と
聞
い
て
い

る
が
、
県
下
の
状
況
を
見
る
と
、
鳥

取
市
68
地
区
、
八
頭
町
�2
地
区
、
倉

吉
市
��
地
区
、
大
山
町
2�
地
区
、
日

南
町
1�
地
区
な
ど
合
計
２
４
６
地
区

が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
本
市
の
22
地

区
は
対
象
と
な
る
組
織
数
か
ら
見
れ

ば
、
非
常
に
少
な
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
事
業
に
対
し
て
、
本
市
は
あ
ま

り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
声

も
聞
い
た
が
、
財
源
を
考
え
て
の
対

応
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
勘
ぐ
り
た

く
も
な
る
。
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
。

■
市
長　

昨
年
９
月
の
事
業
概
要

が
決
定
し
た
段
階
で
、
関
係
す
る

３
８
９
団
体
に
対
し
て
事
業
説
明
会

の
案
内
を
し
、
１
７
４
団
体
の
参
加

の
下
、
事
業
の
説
明
と
取
組
の
お
願

い
を
し
た
が
、
結
果
と
し
て
22
団
体

と
な
っ
た
。
取
組
を
さ
れ
な
か
っ
た

団
体
か
ら
は
、
①
事
業
期
間
が
長
過

ぎ
て
不
安
で
あ
る
②
申
請
手
続
が
複

雑
で
あ
る
③
地
元
の
意
見
が
ま
と
ま

ら
な
い
ー
な
ど
の
意
見
を
伺
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
原
因
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

■
議
員　
活
動
組
織
の
申
請
は
今
年

度
限
り
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
延
長

さ
れ
る
と
聞
い
て
い
る
。
今
後
、
ど

の
よ
う
な
対
応
を
さ
れ
る
の
か
。

■
市
長　
20
年
度
の
事
業
申
請
は
不

明
で
あ
る
が
、
国
の
方
針
が
決
ま
り

次
第
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

合
併
特
例
債
事
業
に
つ
い
て

   

■
議
員　
合
併
協
議
の
中
で
は
、
①

一
体
性
・
公
平
性
に
資
す
る
事
業
②

安
全
性
の
観
点
か
ら
緊
急
に
対
応
す

る
必
要
が
あ
る
事
業
③
継
続
事
業
④

財
政
状
況
に
応
じ
て
対
応
す
る
事
業

ー
の
４
区
分
に
分
け
て
主
要
事
業
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
合

併
特
例
債
の
充
当
事
業
と
な
っ
て
い

る
が
、
特
に
②
に
関
す
る
計
画
で

全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
安
全
性
・
緊
急
性
と
は

何
で
あ
る
の
か
。
放
置
し
て
お
い
て

も
よ
い
事
業
で
あ
る
の
か
。

■
市
長　
②
の
事
業
は
、
こ
の
ま
ま

放
置
し
て
お
く
と
安
全
性
に
問
題
が

発
生
す
る
た
め
、
何
ら
か
の
形
で
緊

急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

業
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
本

市
の
財
政
状
況
が
非
常
に
厳
し
い
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
中
で
も
、

特
に
緊
急
性
の
高
い
事
業
を
選
択
し
、

実
施
し
て
き
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

■
議
員　
学
校
施
設
耐
震
補
強
事
業

や
淀
江
小
学
校
プ
ー
ル
改
修
事
業
な

ど
は
、
緊
急
に
対
応
す
べ
き
事
業
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
実
施
で
あ

り
、
④
に
属
す
る
小
学
校
給
食
調
理

場
整
備
事
業
が
現
在
実
施
さ
れ
て
い

る
。
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
施
設
の
老
朽
化
が
進
み
、

Ｏ
ー
１
５
７
な
ど
に
よ
る
食
中
毒
の

発
生
防
止
等
の
た
め
、
実
施
時
期
を

早
め
た
。
議
員
指
摘
の
事
業
は
、
今

後
計
画
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
補
助
金
の
見
直
し
に
つ
い
て

森も
り	

雅ま
さ
き幹

議
員（
未
来
）

平
成
２０
年
度
の
予
算
編
成
方	

針
に
つ
い
て（
選
択
と
集
中
の

基
本
的
な
考
え
方
）

■
議
員　
選
択
と
集
中
の
具
体
的
な

方
針
こ
そ
が
20
年
度
の
予
算
編
成
方

針
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
具
体

的
な
方
針
を
伺
う
。

■
市
長　
創
造
的
な
自
治
体
経
営
を

目
指
す
た
め
に
、
ま
ず
各
部
で
部
の

運
営
方
針
と
目
標
を
策
定
し
、
各
部

か
ら
重
点
的
に
取
り
組
む
個
別
事
業

等
が
庁
議
に
提
案
さ
れ
、
全
市
的
な

観
点
か
ら
審
議
し
た
上
で
最
終
的
に

決
定
す
る
。

■
議
員　
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政

需
要
額
に
算
定
さ
れ
て
い
る
事
業
は

今
後
、
優
先
し
て
予
算
付
け
を
さ
れ

る
の
か
。

■
市
長　
事
務
事
業
の
優
先
順
位
を

判
断
す
る
１
つ
の
「
も
の
さ
し
」
と

し
て
、
基
準
財
政
需
要
額
を
用
い
る

こ
と
を
予
算
編
成
方
針
に
盛
り
込
ん

だ
が
、
本
市
固
有
の
ニ
ー
ズ
に
も
対

応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
最
終
的

に
は
財
源
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
議
員　
特
別
会
計
事
業
に
係
る
予

算
編
成
方
針
に
よ
る
と
、
「
公
共
投

資
を
伴
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
時
限

的
な
凍
結
を
検
討
す
る
な
ど
、
抜
本

的
な
見
直
し
を
行
う
」
と
し
て
い
る

が
、
だ
と
す
れ
ば
、
公
共
下
水
道
整

備
事
業
は
時
限
的
な
凍
結
で
は
な
い

の
か
。

■
市
長　
年
次
的
な
下
水
道
整
備
状

況
や
財
政
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
、

現
在
作
業
中
の
予
算
編
成
の
中
で
対

応
し
て
い
き
た
い
。

崎
津
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
用
地

に
つ
い
て

   

■
議
員　
鳥
取
県
は
未
利
用
地
問
題

の
解
決
策
の
１
つ
と
し
て
、
「
崎
津

住
宅
団
地
用
地
を
値
下
げ
し
、
簿
価

額
の
半
額
以
下
で
も
市
場
価
格
で
売

却
す
る
考
え
で
あ
る
」
と
新
聞
報
道

さ
れ
た
。
鳥
取
県
が
解
決
策
を
実
施

す
る
と
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設

用
地
も
当
然
そ
の
価
格
が
基
準
と
な

り
、
本
市
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
が
、
鳥
取
県
の
対
応
を
ど
の
よ

う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
。

■
市
長　
鳥
取
県
か
ら
11
月
に
「
近

傍
の
取
引
価
格
や
鑑
定
評
価
額
等
を

勘
案
し
て
最
低
価
格
を
設
定
し
、
入

札
に
よ
り
売
却
を
行
う
方
針
を
県
議

会
に
説
明
す
る
」
旨
の
連
絡
が
あ
り
、

そ
の
後
、
「
県
議
会
の
了
承
後
、
最

低
価
格
は
非
公
開
で
、
来
年
１
月
初
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め
に
入
札
公
告
、
２
月
初
め
に
入
札

を
行
う
予
定
で
あ
る
」
旨
の
説
明
が

あ
っ
た
。

■
議
員　
崎
津
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

施
設
用
地
の
今
後
の
処
分
の
見
通
し

に
つ
い
て
伺
う
。

■
市
長　
簿
価
額
と
し
て
い
る
分
譲

価
格
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
が
入
札

に
よ
り
価
格
を
決
定
す
れ
ば
、
影
響

は
無
視
で
き
な
い
が
、
崎
津
ア
ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
用
地
は
住
宅
用
地

と
は
用
途
が
異
な
り
、
ま
た
、
一
括

又
は
数
㌶
単
位
で
開
発
企
業
へ
分
譲

す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
た
め
、

住
宅
団
地
の
価
格
設
定
方
法
等
に
合

わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

中な
か
が
わ
け
ん
さ
く

川
健
作
議
員（
未
来
）

西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
競
争

入
札
妨
害
事
件
に
つ
い
て

■
議
員　
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合

が
発
注
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
機

器
修
繕
業
務
で
、
職
員
が
業
者
側
に

設
計
価
格
を
漏
ら
し
逮
捕
さ
れ
た
事

件
は
、
山
陰
地
方
の
大
き
な
ニ
ュ
ー

ス
と
な
り
、
行
政
に
対
す
る
信
用
失

墜
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
影
響
は
同

組
合
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
今
後

に
生
か
す
た
め
に
も
原
因
の
分
析
が

重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な

事
件
が
発
生
し
た
の
か
。
ま
た
、
再

発
防
止
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
に
取

り
組
む
の
か
。

■
市
長　
原
因
は
、
①
被
告
本
人
の

問
題
②
従
来
型
の
指
名
競
争
入
札
に

よ
る
入
札
制
度
や
設
計
す
る
部
署
と

契
約
す
る
部
署
が
同
一
で
あ
っ
た
こ

と
③
業
務
の
特
殊
性
か
ら
同
一
職
員

が
長
期
間
に
わ
た
り
同
じ
職
場
に
勤

務
し
て
い
た
こ
と
ー
な
ど
同
組
合
の

仕
組
み
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
が
、

現
在
公
判
中
で
あ
り
、
司
直
に
よ
っ

て
結
果
が
出
さ
れ
、
全
貌ぼ

う
が
明
ら
か

に
な
っ
た
時
点
で
、
真
相
究
明
と
再

発
防
止
策
が
検
討
さ
れ
る
と
考
え
る
。

■
議
員　
本
市
が
関
係
す
る
外
郭
団

体
、
第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
に
お
け
る

職
員
倫
理
規
程
や
公
益
通
報
制
度
の

整
備
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
整
備
し
て
い
る
団
体
は
な

い
。
い
ず
れ
も
公
平
公
正
な
業
務
運

営
に
大
切
な
制
度
で
あ
る
た
め
、
未

整
備
団
体
に
対
し
、
至
急
整
備
す
る

よ
う
要
請
し
た
。

図
書
館
の
新
年
度
予
算
に
つ
い

て

   

■
議
員　
昨
年
の
３
月
議
会
で
、
米

子
市
立
図
書
館
の
予
算
、
職
員
数
、

蔵
書
数
な
ど
は
、
山
陰
他
都
市
や
全

国
類
似
都
市
と
比
べ
て
極
端
に
低
い

こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

市
長
は
、
「
初
め
て
そ
う
い
う
数
字

を
聞
い
た
の
で
、
そ
れ
も
勘
案
し
な

が
ら
今
後
の
図
書
館
費
の
問
題
を
研

究
し
て
い
き
た
い
」
と
、
教
育
長
は
、

「
19
年
度
は
最
低
２
０
０
０
万
円
程

度
の
購
入
費
で
頑
張
り
た
い
」
と
答

弁
さ
れ
た
が
、
19
年
度
の
図
書
購
入

費
の
予
算
額
は
１
３
０
０
万
円
で
あ

っ
た
。
今
年
の
６
月
議
会
で
も
、
文

部
科
学
省
が
作
成
し
て
い
る
図
書
館

の
望
ま
し
い
基
準
と
比
較
し
て
、
米

子
市
の
水
準
が
い
か
に
低
い
か
を
指

摘
し
、
市
長
は
、
「
基
準
を
も
と
に

教
育
委
員
会
と
も
話
し
合
っ
て
み
た

い
」
と
答
弁
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
答

弁
を
踏
ま
え
、
20
年
度
の
図
書
館
予

算
に
対
す
る
考
え
を
伺
う
。

■
市
長　
図
書
購
入
費
は
、
財
源
不

足
の
中
で
厳
し
い
予
算
編
成
と
な
る

見
込
み
で
あ
る
が
、
要
求
の
全
体
を

集
約
し
た
段
階
で
検
討
し
た
い
。

■
教
育
長　
図
書
購
入
費
は
、
19
年

度
よ
り
増
額
し
た
予
算
要
求
を
し
た
。

■
議
員　
６
月
議
会
で
、
課
長
級
以

上
の
職
員
を
専
任
館
長
と
し
て
配
置

す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
が
、

20
年
度
は
配
置
さ
れ
る
の
か
。

■
市
長　
20
年
度
に
専
任
の
館
長
を

配
置
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
米
子
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
談
合

　
訴
訟
判
決
に
つ
い
て

矢や
く
ら倉	

強つ
よ
し

議
員（
新
政
会
）

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

■
議
員　
市
長
の
政
治
姿
勢
と
し
て
、

反
対
の
声
を
活
力
と
し
て
活
性
化
に

結
び
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
①
土

地
の
線
引
き
問
題
②
イ
ズ
ミ
の
出
店

問
題
③
駅
南
開
発
の
問
題
ー
で
あ

り
、
共
通
す
る
の
は
土
地
の
有
効
活

用
で
あ
る
。
土
地
の
価
値
を
高
め
れ

ば
、
個
人
で
は
収
入
増
に
よ
る
消
費

の
拡
大
、
企
業
で
は
担
保
能
力
の
向

上
、
自
治
体
で
は
固
定
資
産
税
の
収

入
増
が
見
込
め
、
こ
れ
を
原
資
に
新

事
業
を
行
い
、
ま
ち
の
活
性
化
に
結

び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

前
記
３
点
へ
の
取
組
の
考
え
を
伺
う
。

■
市
長　
①
土
地
の
線
引
き
を
見
直

し
、
市
街
化
区
域
を
拡
大
し
た
場
合

は
、
結
果
的
に
税
収
の
増
加
に
つ
な

が
る
こ
と
に
な
る
が
、
見
直
し
に
当

た
っ
て
は
、
人
口
や
産
業
の
動
向
に

よ
り
新
た
に
発
生
す
る
土
地
需
要
に

対
し
、
市
街
地
の
拡
大
が
必
要
に
な

っ
た
と
き
に
行
い
た
い
。
②
大
規
模

商
業
施
設
を
主
体
と
す
る
計
画
が
、

都
市
計
画
法
第
34
条
第
10
号
イ
の
計

画
的
な
市
街
化
を
図
る
上
で
支
障
と

な
ら
な
い
と
い
う
規
定
に
適
合
し
な

い
た
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
と
し

て
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
③

事
業
効
果
を
考
え
る
と
、
駅
南
側
の

開
発
が
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
め
ど
が
立

っ
た
段
階
で
、
財
政
状
況
を
見
極
め

な
が
ら
、
事
業
化
を
図
り
た
い
。

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

   

■
議
員　
自
治
体
間
の
収
入
格
差
を

是
正
す
る
た
め
に
、
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
な
ど
が
政
府
税
制
調
査
会
で
議

論
さ
れ
て
お
り
、
具
体
化
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
資
金
難
で
な

か
な
か
事
業
が
で
き
な
か
っ
た
本
市

に
と
っ
て
、
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
で
あ

る
。
全
国
の
納
税
者
に
本
市
の
キ
ラ

リ
と
光
る
施
策
を
紹
介
し
、
本
市
に

税
金
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
。
こ
う

い
う
受
け
皿
を
早
急
に
つ
く
る
べ
き

だ
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長　
現
在
、
総
務
省
で
検
討
さ

れ
て
い
る
の
は
承
知
し
て
い
る
が
、

仮
に
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
導
入
さ

れ
る
段
階
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
あ

ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
本
市
の
魅

力
を
発
信
し
、
自
分
の
ふ
る
さ
と
と

し
て
、
米
子
に
恩
返
し
や
貢
献
を
し
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た
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
人
を
で

き
る
だ
け
増
や
し
て
い
く
よ
う
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

■
議
員　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
こ

こ
ま
で
熱
を
帯
び
て
き
た
背
景
に
は
、

大
き
く
３
つ
の
意
義
が
あ
る
と
思
う

が
、
把
握
し
て
い
る
か
。

■
企
画
部
長　
①
納
税
者
の
選
択
②

ふ
る
さ
と
の
大
切
さ
③
自
治
意
識
の

進
化
ー
の
３
つ
で
あ
る
。

■
議
員　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
対

す
る
研
究
会
を
、
企
画
部
内
に
つ
く

る
考
え
は
な
い
の
か
。

■
市
長　
今
後
の
具
体
化
を
見
な
が

ら
、
研
究
し
て
い
き
た
い
。

竹た
け
う
ち内
英え
い
じ二

議
員（
新
風
）

本
市
の
公
共
建
物
建
替
計
画
と

耐
震
調
査
に
つ
い
て

■
議
員　
保
育
園
、
学
校
、
公
民
館
、

地
区
体
育
館
、
市
営
住
宅
、
そ
の
他

の
建
物
別
に
建
替
計
画
を
伺
う
。

■
市
長　
建
替
え
や
修
繕
・
改
修
は
、

今
ま
で
も
緊
急
性
の
高
い
も
の
か
ら

随
時
行
っ
て
き
た
が
、
近
年
の
厳
し

い
財
政
状
況
に
よ
り
、
可
能
な
限
り

の
対
応
を
行
っ
て
き
た
。
今
後
実
施

す
る
耐
震
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、

避
難
施
設
、
保
育
園
、
緊
急
性
の
高

い
箇
所
等
に
よ
る
優
先
度
を
勘
案
し
、

建
替
え
、
修
繕
・
改
修
の
計
画
を
作

成
し
て
い
き
た
い
。

■
議
員　
本
市
の
公
共
建
物
で
耐
震

調
査
が
終
了
し
た
の
は
何
件
か
。

■
市
長　
昭
和
56
年
の
建
築
基
準
法

施
行
令
改
正
前
に
建
設
し
た
避
難

所
予
定
施
設
で
あ
る
62
施
設
の
う
ち
、

８
年
度
か
ら
18
年
度
ま
で
に
47
施
設

の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

■
議
員　
耐
震
調
査
は
い
つ
ま
で
か

か
る
の
か
。

■
市
長　
優
先
度
、
緊
急
度
等
を
勘

案
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に

行
い
た
い
。

■
議
員　
耐
震
調
査
は
計
画
を
作
成

し
た
上
で
実
施
し
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
施
設
関
係
所
管
課
連
絡
会

を
開
催
し
な
が
ら
、
年
次
計
画
を
作

成
し
取
り
組
ん
で
き
た
。

■
議
員　
学
校
及
び
公
民
館
の
建
替

え
に
備
え
た
基
金
等
の
積
立
て
の
考

え
は
あ
る
の
か
。

■
市
長　
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
。

目
的
の
重
複
す
る
施
設
の
見
直

し
と
老
朽
化
し
た
施
設
の
今
後

の
あ
り
方
に
つ
い
て

   

■
議
員　
米
子
市
公
の
施
設
等
の
在

り
方
に
関
す
る
検
討
委
員
会
の
検
討

経
過
を
伺
う
。
今
日
ま
で
報
告
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
困
難
を
極

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

■
市
長　
検
討
の
困
難
性
と
言
う
よ

り
は
、
検
討
に
資
す
る
た
め
の
施
設

の
調
査
に
相
当
の
時
間
を
要
し
て
い

る
の
が
実
態
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
、

検
討
対
象
と
し
た
３
１
０
の
施
設
の

設
置
目
的
、
維
持
管
理
経
費
、
過
去

10
年
間
の
大
規
模
修
繕
等
の
状
況
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
を

構
成
す
る
１
２
７
８
の
建
築
構
造
物

等
の
耐
用
年
数
や
老
朽
度
の
特
定
作

業
を
実
施
し
て
き
て
お
り
、
現
在
は
、

将
来
の
大
規
模
修
繕
経
費
の
簡
便
的

な
試
算
を
行
っ
て
い
る
。

■
議
員　
重
複
施
設
と
は
、
何
が
重

複
し
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
合
併
に
よ
り
目
的
が
重
複

す
る
こ
と
と
な
っ
た
施
設
の
グ
ル
ー

プ
を
特
定
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、

旧
米
子
市
と
旧
淀
江
町
に
１
つ
ず
つ

あ
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
市
民
会

館
等
、
野
球
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、

高
齢
者
雇
用
対
策
施
設
、
庁
舎
・
事

務
所
の
合
計
６
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

重
複
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

■
議
員　
老
朽
施
設
と
は
、
ど
う
い

う
施
設
な
の
か
。

■
市
長　
便
宜
上
、
老
朽
の
度
合
い

が
あ
る
程
度
進
ん
だ
施
設
を
総
称
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
用
途
指
定
地
の
開
発
と
市
街
化
調

　
整
区
域
の
見
直
し
に
つ
い
て

松ま
つ
も
と本
松ま
つ
こ子

議
員（
日
本
共
産
党

米
子
市
議
会

議

員

団
）

給
食
調
理
業
務
の
民
間
委
託
に

つ
い
て

■
議
員　
委
託
料
は
、
全
国
的
に
見

て
も
年
々
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

財
政
削
減
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
市

長
は
、
委
託
料
が
増
え
て
い
る
事
実
、

そ
の
理
由
を
調
査
・
検
討
し
て
、
市

民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

■
市
長　
民
間
委
託
に
よ
る
財
政
効

果
は
、
中
長
期
的
に
見
れ
ば
大
き
な

も
の
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

■
議
員　
私
の
調
査
で
は
、
中
長
期

的
に
見
て
も
委
託
料
が
軒
並
み
値
上

が
り
し
て
い
る
。
業
者
は
株
主
に
高

配
当
を
出
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
か
け
る
お
金
が
金
儲
け
の

対
象
に
な
る
こ
と
は
許
せ
な
い
。
11

月
中
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
給
食
調
理
業
務
の
委
託
業
者
の

選
定
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
二
次
審
査
を
終
了
し
、
近

日
中
に
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

■
議
員　
市
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従

っ
て
調
理
を
し
て
い
た
だ
く
と
言
っ

て
い
る
が
、
東
京
都
足
立
区
で
は
、

業
者
か
ら
作
業
負
担
を
減
ら
す
改
善

を
求
め
ら
れ
、
現
在
、
修
正
さ
れ

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
い
る
。

今
後
、
業
者
の
要
求
で
内
容
を
変
更

す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
か
。

■
市
長　
よ
り
よ
い
給
食
を
提
供
す

る
た
め
の
具
体
的
な
提
案
等
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
変
更
す

る
こ
と
も
あ
る
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
中
止

を
求
め
て

   

■
議
員　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

内
容
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、

高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
か
ら

批
判
の
声
が
挙
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

以
下
伺
う
。

　
⑴
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
る
と
、

月
１
万
円
を
超
え
る
。
県
の
平
均
保

険
料
は
、
月
額
５
９
７
１
円
で
あ
る
。

年
金
か
ら
の
強
制
天
引
き
は
、
自
分

で
や
り
く
り
が
で
き
な
く
な
り
生
活

を
破
た
ん
さ
せ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
⑵
入
院
を
制
限
す
る
診
療
報
酬
の

引
き
下
げ
や
包
括
払
い
制
度
に
よ
り
、

高
齢
者
は
病
院
か
ら
追
い
出
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
高
齢
者
は
「
多
年

に
わ
た
り
社
会
の
発
展
に
寄
与
し
て

き
た
も
の
と
し
て
、
か
つ
、
豊
富
な

知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
敬
愛

さ
れ
る
と
と
も
に
、
生
き
が
い
を
持

て
る
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
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証
さ
れ
る
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
き
、

国
と
自
治
体
、
企
業
の
社
会
的
責
任

で
、
き
ち
ん
と
し
た
医
療
制
度
と
し

て
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

■
市
長　
⑴
各
被
保
険
者
の
保
険
料

は
、
所
得
に
応
じ
た
負
担
を
お
願
い

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
低
所
得
世

帯
は
、
国
民
健
康
保
険
と
同
様
に
、

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
。

　
⑵
治
療
が
長
期
化
し
た
り
、
複
数

の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
の
多

い
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
特
性
を
踏

ま
え
、
独
自
の
診
療
報
酬
体
制
が
示

さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
介
護
保
険
に
つ
い
て

○
リ
ン
パ
節
切
除
に
伴
う
治
療
装
具

　
の
助
成
に
つ
い
て

野の
ざ
か坂
道み
ち
あ
き明

議
員（
新
風
）

学
校
施
設
の
耐
震
調
査
の
実
施

状
況
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

■
議
員　

９
月
議
会
に
お
け
る
同

僚
議
員
の
質
問
に
対
し
教
育
長
は
、

「
Ｉ
ｓ
値
０
・
４
未
満
の
建
物
は
、

耐
震
補
強
改
修
計
画
を
年
度
内
に
策

定
し
た
い
。中
で
も
Ｉ
ｓ
値
０・３
未

満
の
建
物
は
、
地
震
に
対
し
て
倒
壊

又
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
く
、
緊

急
性
が
あ
る
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
Ｉ
ｓ
値
０
・
３
未
満
の
校

舎
の
使
用
に
際
し
、
設
置
責
任
者
と

し
て
の
市
長
の
見
解
及
び
使
用
責
任

者
と
し
て
の
教
育
長
の
見
解
を
伺
う
。

■
市
長　
年
次
的
に
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
教
育
長　
児
童
生
徒
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
、
ま
た
、
国
も
24
年
度

ま
で
の
５
年
間
に
Ｉ
ｓ
値
０
・
３
未

満
の
建
物
を
優
先
的
に
補
強
す
る
よ

う
求
め
て
お
り
、
年
次
的
に
計
画
を

立
て
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

■
議
員　
Ｉ
ｓ
値
０
・
３
未
満
の
校

舎
に
お
い
て
、
震
度
６
以
上
の
地
震

が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
を
伺
う
。

■
教
育
長　
特
に
地
震
を
想
定
し
た

災
害
訓
練
で
は
、
ま
ず
地
震
が
起
き

た
場
合
、
机
の
下
に
隠
れ
、
揺
れ
が

お
さ
ま
っ
た
後
、
頭
を
カ
バ
ー
し
て

速
や
か
に
校
舎
外
に
避
難
す
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
校
内
放
送

を
よ
く
聞
き
、
先
生
の
指
示
に
従
う

な
ど
、
指
導
し
て
い
る
。
な
お
、
当

面
の
対
策
と
し
て
、
耐
震
性
の
高
い

教
室
を
優
先
し
て
使
用
す
る
な
ど
検

討
し
た
い
。

建
設
工
事
に
お
け
る
入
札
制
度

の
問
題
点
に
つ
い
て

   

■
議
員　
17
年
３
月
、
価
格
と
品
質

の
両
面
で
総
合
的
に
優
れ
た
公
共
工

事
の
調
達
を
目
的
と
し
て
、
公
共
工

事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
が
制
定
さ
れ
た
。
今
後
の
本
市
の

対
応
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
19

年
度
の
平
均
落
札
率
が
低
下
し
て
い

る
現
状
に
対
す
る
認
識
を
伺
う
。

■
市
長　
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
競

争
性
・
透
明
性
・
公
平
性
を
高
め
る

た
め
の
入
札
制
度
の
見
直
し
の
成
果

も
あ
る
が
、
公
共
工
事
が
減
少
し
て

い
く
中
、
激
し
い
価
格
競
争
を
し
て

ま
で
も
受
注
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

建
設
業
界
の
厳
し
い
実
情
も
反
映
し

て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

■
議
員　
予
定
価
格
及
び
調
査
基
準

価
格
の
公
表
に
至
っ
た
経
緯
と
そ
の

目
的
を
伺
う
。

■
総
務
部
長　
入
札
の
透
明
性
を
高

め
る
た
め
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
工
事
の
適
正
な
履
行
が
見
込
ま

れ
る
金
額
の
ラ
イ
ン
を
明
示
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
範
囲
内
に
お
け
る

価
格
競
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
も
の
で
あ
る
。

■
議
員　
公
表
し
た
こ
と
に
よ
る
影

響
は
ど
う
か
。

■
総
務
部
長　
そ
の
効
果
は
あ
っ
た

と
考
え
る
が
、
反
面
、
積
算
能
力
の

な
い
会
社
や
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
を
し

よ
う
と
す
る
会
社
が
あ
っ
た
場
合
、

容
易
に
低
価
格
で
の
入
札
金
額
が
算

出
で
き
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

遠え
ん
ど
う藤	

通と
お
る

議
員（
一			

院

ク
ラ
ブ
）

都
市
計
画
道
路
と
財
政
問
題
に

つ
い
て

■
議
員　
市
長
は
９
月
議
会
で
、
加

茂
中
学
校
は
現
在
地
で
の
建
替
え
が

現
実
的
で
あ
る
と
答
弁
さ
れ
た
。
こ

の
考
え
に
は
、
道
路
優
先
と
い
う
強

い
姿
勢
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
道
路
計
画
が
凍
結
に
至
っ

た
経
緯
の
中
で
、
前
市
長
は
「
良
好

な
学
習
環
境
の
施
設
を
考
え
た
と
き
、

中
学
校
の
全
面
移
転
を
考
慮
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
と
議
会
で
確
約
さ
れ

て
い
る
。
市
長
は
、
前
市
長
が
加
茂
、

河
崎
両
校
区
民
に
確
約
さ
れ
た
こ
と

を
白
紙
に
戻
す
と
い
う
考
え
な
の
か
。

■
市
長　
加
茂
中
学
校
の
移
転
に
つ

い
て
は
、
移
転
に
係
る
事
業
費
が
財

政
状
況
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
こ

と
か
ら
一
時
休
止
し
て
い
る
が
、
移

転
事
業
を
検
討
す
る
際
に
は
、
現
在

地
の
可
能
性
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
可

能
性
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
議
員　
８
年
３
月
議
会
で
、
部
分

移
転
の
計
画
に
対
し
、
加
茂
、
河
崎

両
校
区
の
90
㌫
近
い
市
民
か
ら
全
面

移
転
の
陳
情
書
が
議
会
に
提
出
さ
れ
、

全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
市
長
は
、

こ
の
議
会
の
決
定
を
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
後
の
諸
事
情
を
勘
案
し

た
新
た
な
方
向
性
を
出
す
場
合
に
は
、

地
元
の
皆
様
の
理
解
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　
市
長
は
、
工
事
の
時
期
に

対
す
る
明
言
を
避
け
、
「
解
決
す
べ

き
問
題
点
が
多
々
あ
る
」
と
答
弁
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
点
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

■
市
長　
財
政
状
況
、
補
助
金
の
可

能
性
、
用
地
確
保
等
の
問
題
が
あ
る
。

■
議
員　
市
長
は
、
中
学
校
の
全
面

移
転
と
部
分
移
転
の
推
定
事
業
費
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
事
業
費

の
財
源
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
全
面
移
転
、
部
分
移
転
の

ど
ち
ら
に
し
て
も
、そ
の
事
業
費
は

多
額
に
上
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、

現
時
点
で
財
政
の
見
通
し
を
立
て
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

■
議
員　
全
面
移
転
の
場
合
、
��
億 

５
１
０
０
万
円
の
費
用
が
か
か
る
が
、 

私
が
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
跡
地
の
処 

分
で
10
億
円
は
相
殺
で
き
、防
衛
施

設
庁
と
の
基
地
協
定
に
基
づ
く
補
助 

金
が
８
億
円
、更
に
合
併
特
例
債
の 

充
当
で
、実
質
10
億
円
の
将
来
負
担 

で
事
業
が
可
能
と
な
る
。ま
た
、道 

路
整
備
の
事
業
費
は
17
億
円
で
あ
る 
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が
、こ
れ
も
補
助
金
が
７
億
５
０
０ 

０
万
円
と
合
併
特
例
債
の
充
当
で
、

実
質
５
億
円
で
事
業
が
可
能
と
な
る
。

検
討
を
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
か
。

■
副
市
長　
議
員
の
提
言
は
検
討
に

値
す
る
た
め
検
討
し
て
い
た
が
、
①

騒
音
の
基
準
②
新
市
ま
ち
づ
く
り
計

画
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
ー

の
２
点
に
合
致
し
な
い
も
の
の
、
更

に
検
討
を
加
え
て
、
問
題
解
決
に
向

け
て
全
身
全
霊
努
力
し
て
い
き
た
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
国
要
望
の
対
応
に
つ
い
て

笠か
さ
や
え
つ
こ

谷
悦
子
議
員（
公
明
党

議
員
団
）

妊
婦
無
料
健
診
の
回
数
拡
充
に

つ
い
て

■
議
員　
子
育
て
家
庭
の
経
済
負
担

を
軽
減
し
、
安
心
し
て
出
産
を
迎
え

る
た
め
に
、
健
診
回
数
の
見
直
し
は

必
要
で
あ
り
、
早
期
に
実
現
す
べ
き

で
あ
る
と
訴
え
続
け
て
き
た
。
現
在
、

鳥
取
県
で
無
料
健
診
の
回
数
拡
充
を

図
る
方
向
の
動
き
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

実
施
に
至
っ
た
場
合
の
対
象
者
、
財

政
負
担
を
伺
う
。

■
市
長　
実
施
す
る
と
仮
定
し
た
場

合
の
対
象
者
は
約
１
４
０
０
人
で
あ

り
、
５
回
の
実
施
に
伴
う
財
政
負
担

は
新
た
に
約
２
０
０
０
万
円
が
必
要

と
な
る
。

■
議
員　
本
市
在
住
の
妊
婦
が
里
帰

り
な
ど
で
市
外
で
妊
婦
健
診
を
受
け

た
場
合
、
費
用
の
自
己
負
担
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
出
産
時
の
受
取
代
理
制

度
の
よ
う
な
自
己
負
担
の
な
い
制
度

を
つ
く
り
、
安
心
し
て
出
産
を
迎
え

る
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る

べ
き
で
は
な
い
の
か
。

■
市
長　
本
市
在
住
の
妊
婦
が
市
外

で
健
診
を
受
け
た
場
合
の
費
用
負
担

は
、
鳥
取
県
内
、
岡
山
県
北
部
及
び

島
根
県
東
部
地
域
の
医
療
機
関
で
受

診
さ
れ
る
場
合
に
は
、
本
市
交
付
の

受
診
票
を
持
参
す
る
こ
と
に
よ
り
自

己
負
担
は
な
い
が
、
前
記
以
外
の
地

域
で
受
診
さ
れ
る
と
、
全
額
自
己
負

担
と
な
り
、
受
診
医
療
機
関
の
所
在

地
に
よ
り
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ

の
解
消
に
向
け
て
、
来
年
度
か
ら
鋭

意
努
力
し
た
い
。

建
築
確
認
に
つ
い
て

   

■
議
員　
建
築
主
が
自
治
体
や
民
間

検
査
機
関
に
建
築
確
認
を
申
請
し
た

後
、
書
類
や
図
面
に
不
備
が
あ
っ
た

場
合
、
軽
微
な
不
備
を
除
い
て
全
書

類
の
再
申
請
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ

の
場
合
、
10
週
間
の
審
査
期
間
を
要

す
る
こ
と
と
な
り
問
題
が
生
じ
て
き

て
い
る
。
そ
こ
で
、
建
築
確
認
等
の

手
続
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
本
市

の
対
策
を
以
下
伺
う
。

　
⑴
相
談
窓
口
の
設
置

　
⑵
説
明
会
・
研
究
会
な
ど
の
開
催

　
⑶
住
民
や
企
業
に
広
く
周
知
す
る

た
め
の
手
だ
て

■
市
長　
⑴
10
月
か
ら
本
市
を
含
む

鳥
取
県
内
す
べ
て
の
特
定
行
政
庁
が

相
談
窓
口
と
な
っ
て
、
相
談
の
受
付

を
し
て
い
る
。

　
⑵
国
土
交
通
省
及
び
鳥
取
県
で
は
、 

改
正
建
築
基
準
法
の
施
行
日
以
降
、

特
定
行
政
庁
・
民
間
確
認
検
査
機

関
・
建
築
関
係
団
体
等
を
対
象
に
、

数
回
に
わ
た
っ
て
改
正
建
築
基
準
法

の
円
滑
な
施
行
に
係
る
説
明
会
を
開

催
し
て
い
る
。
今
後
も
必
要
に
応
じ

て
説
明
会
等
が
開
催
さ
れ
る
た
め
、

本
市
独
自
の
説
明
会
等
の
開
催
は
考

え
て
い
な
い
。

　
⑶
建
築
確
認
申
請
及
び
相
談
の
窓

口
と
し
て
事
前
相
談
等
に
応
じ
る
と

と
も
に
、
国
土
交
通
省
が
作
成
し
た

「
新
し
い
建
築
確
認
手
続
の
要
点
」

に
つ
い
て
の
冊
子
を
希
望
者
に
配
布

す
る
な
ど
、
周
知
に
努
め
て
い
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

○
中
小
零
細
企
業
の
事
業
資
金
に
つ

　
い
て

渡わ
た
な
べ辺
穣じ
ょ
う
じ爾

議
員（
新
風
）

新
年
度
予
算
編
成
方
針
に
つ
い

て■
議
員　
18
年
度
、
19
年
度
と
任
期

半
分
の
予
算
を
編
成
し
執
行
さ
れ
、

後
半
の
20
年
度
予
算
編
成
に
向
け
た

編
成
方
針
を
発
表
さ
れ
た
現
在
、
な

か
な
か
進
ま
な
い
活
力
あ
る
米
子
市

実
現
の
公
約
達
成
の
た
め
、
市
長
は

ど
の
よ
う
な
指
示
を
さ
れ
た
の
か
。

■
市
長　
総
合
計
画
を
策
定
す
る
際

な
ど
、
私
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し

た
も
の
は
、
そ
の
都
度
副
市
長
を
は

じ
め
職
員
に
指
示
し
て
い
る
。

■
議
員　
特
に
農
業
問
題
に
つ
い
て

は
、
３
年
前
の
12
月
議
会
で
の
私
の

質
問
に
対
し
、
「
今
後
の
施
策
の
充

実
と
農
地
の
他
都
市
近
郊
で
の
状
況

を
踏
ま
え
、
よ
り
有
効
的
・
効
果
的

な
利
用
に
な
り
得
る
の
か
調
査
研
究

し
た
い
」
と
答
弁
さ
れ
た
が
、
３
年

を
経
過
し
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持

っ
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
こ
の
３
年
間
、
認
定
農
業

者
等
今
後
の
農
業
の
担
い
手
と
な
る

農
業
者
の
育
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、

農
地
の
流
動
化
対
策
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
振
興
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
米

の
消
費
減
退
、
農
業
者
の
高
齢
化
と

耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
、
農
業
を

取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
厳
し
い
現

状
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

本
市
の
今
後
の
農
業
政
策
に
つ

い
て

   

■
議
員　
米
子
市
食
料
・
農
業
・
農

村
基
本
計
画
、
農
業
経
営
基
盤
強
化

の
促
進
に
関
す
る
基
本
構
想
、
米
子

市
地
産
地
消
推
進
計
画
な
ど
、
農
地

対
策
、
農
業
振
興
対
策
を
含
め
た
計

画
が
出
そ
ろ
っ
た
。
そ
の
目
標
に
向

け
、
い
か
に
実
効
性
の
あ
る
計
画
を

進
め
て
い
け
る
の
か
が
、
重
要
産
業

で
あ
る
農
業
の
今
後
を
左
右
す
る
。

そ
れ
に
は
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
的
確

な
政
策
判
断
が
求
め
ら
れ
、
大
胆
な

発
想
の
転
換
の
必
要
な
分
野
で
も
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
計
画
を
策

定
し
、
連
動
し
て
推
進
し
て
い
く
こ

と
の
意
義
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
計
画
を
策
定
し
た
こ
と
に

よ
り
、農
地
対
策（
ハ
ー
ド
支
援
）
と

振
興
対
策（
ソ
フ
ト
支
援
）、そ
れ
ぞ

れ
の
現
状
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
、

状
況
に
応
じ
た
有
効
な
対
応
が
可
能

に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

■
議
員　
数
値
目
標
の
設
定
も
含
め
、

実
効
性
の
あ
る
計
画
と
す
る
た
め
に

は
、
何
が
必
要
で
、
ど
の
よ
う
に
取
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り
組
ま
れ
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
こ
れ
ら
の
計
画
を
有
効
に

機
能
さ
せ
、
実
効
性
の
あ
る
も
の
と

す
る
た
め
に
は
、
農
業
者
の
ニ
ー
ズ

を
的
確
に
把
握
し
、
状
況
に
応
じ
た

対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
計

画
で
重
要
課
題
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
担
い
手
対
策
と
農
地
の
流
動
化

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

安や
す
ぎ
た
つ
や

木
達
哉
議
員（
公
明
党

議
員
団
）

観
光
振
興
策
に
つ
い
て

■
議
員　
日
本
観
光
協
会
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
「
全
国
旅
そ
う
だ
ん
」
へ
の

ア
ク
セ
ス
件
数
ラ
ン
キ
ン
グ
（
17
年

度
）
に
よ
る
と
、
鳥
取
県
は
最
下
位

の
�7
位
と
い
う
結
果
に
、
改
め
て
こ

の
地
域
の
関
心
度
の
低
さ
を
痛
感
し

た
が
、
市
長
は
観
光
客
の
誘
致
を
推

進
す
る
上
で
、
認
知
度
向
上
策
に
つ

い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
認
知
度
の
向
上
に
は
、
広

報
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成

し
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
で
の
配
布
と

あ
わ
せ
て
、
観
光
関
連
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、

観
光
協
会
の
設
置
し
た
首
都
圏
委
員

会
に
対
し
て
も
地
元
情
報
の
提
供
の

ほ
か
、
店
舗
所
有
の
委
員
に
は
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
配
置
を
お
願
い
し
た
。

■
議
員　
お
も
て
な
し
の
第
一
は
、

必
要
な
情
報
を
適
切
、
的
確
に
観
光

客
に
提
供
す
る
こ
と
と
考
え
る
。
例

え
ば
、
市
内
に
点
在
し
て
い
る
コ
ン

ビ
ニ
で
「
ま
ち
な
か
観
光
案
内
所
」

と
し
て
、
情
報
の
提
供
が
で
き
る
よ

う
取
り
組
ま
れ
る
考
え
は
な
い
か
。

■
市
長　
①
駅
前
の
観
光
案
内
所
、

皆
生
観
光
セ
ン
タ
ー
で
の
案
内
②
空

港
ビ
ル
、
市
内
観
光
施
設
で
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
提
供
③
外
国

語
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
外
国

人
へ
の
情
報
提
供
ー
を
行
っ
て
い
る

が
、
コ
ン
ビ
ニ
で
の
観
光
情
報
の
提

供
は
、
協
力
可
能
な
箇
所
か
ら
進
め

た
い
。

新
た
な
自
主
財
源
確
保
策
に
つ

い
て

   

■
議
員　
厳
し
い
財
政
難
に
苦
し
む

全
国
の
地
方
自
治
体
で
「
寄
付
条

例
」
を
導
入
す
る
動
き
が
拡
大
し
て

い
る
。
こ
の
取
組
は
、
自
主
財
源
の

確
保
と
同
時
に
、
住
民
参
加
型
の
施

策
推
進
を
促
す
効
果
も
あ
る
と
言
わ

れ
て
お
り
、
複
数
の
政
策
メ
ニ
ュ
ー

の
中
か
ら
、
全
国
の
個
人
・
団
体
に

政
策
を
選
ん
で
寄
付
を
し
て
い
た
だ

き
、
そ
れ
を
基
金
と
し
て
積
み
立
て

事
業
化
し
、
政
策
を
実
行
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
住
民
を
含
む
寄
付

者
の
政
策
ニ
ー
ズ
が
直
接
反
映
さ
れ

る
「
寄
付
条
例
」
に
つ
い
て
、
本
市

も
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
い
か
が
か
。

■
市
長　
本
市
で
も
、
「
米
子
市
緑

と
花
の
街
づ
く
り
基
金
」
や
「
美
術

品
取
得
基
金
」
の
よ
う
に
、
寄
付
を

財
源
の
一
部
と
し
て
目
的
に
応
じ
た

基
金
を
積
み
立
て
、
そ
の
趣
旨
を
生

か
す
よ
う
な
事
業
の
財
源
に
充
て
て

い
る
。
今
後
、
既
に
実
施
し
て
い
る

先
進
事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
調

査
研
究
を
し
て
い
き
た
い
。

■
議
員　
自
主
財
源
確
保
策
と
し
て
、

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
に
よ
る
広
告
事

業
が
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

本
市
も
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
。

■
市
長　
制
度
導
入
に
は
、
そ
の
施

設
の
建
設
の
経
緯
、
利
用
者
等
市
民

の
意
向
、
企
業
に
と
り
魅
力
の
あ
る

施
設
か
ど
う
か
の
検
討
な
ど
、
今
後

更
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
そ
の
他
の
質
問
項
目
）

〇
知
的
障
が
い
者
の
就
労
支
援
に
つ

　
い
て

○
米
子
市
安
心
安
全
情
報
ネ
ッ
ト
ワ

　
ー
ク
に
つ
い
て

今
定
例
会
開
会
中
に
開
催
さ
れ

た
特
別
委
員
会
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

■
美
保
基
地
問
題
等
調
査
特
別
委
員

会
（
12
月
13
日
開
催
）

　
・
美
保
飛
行
場
滑
走
路
延
長
事
業

に
つ
い
て

■
中
海
問
題
等
調
査
特
別
委
員
会

    

（
12
月
14
日
開
催
）

　
⑴
第
３
回
中
海
自
然
再
生
協
議
会

の
報
告
に
つ
い
て

　
⑵
中
海
水
質
改
善
対
策
協
議
会
の

経
緯
に
つ
い
て

　
⑶
中
海
の
弓
ヶ
浜
半
島
沿
岸
農
地

の
排
水
不
良
を
検
討
す
る
場
の

設
置
に
つ
い
て

■
行
財
政
改
革
問
題
等
調
査
特
別
委

員
会
（
12
月
17
日
開
催
）

　
・
抽
出
し
た
調
査
・
研
究
す
べ
き

項
目
で
の
協
議
に
つ
い
て

　
⑴
民
間
委
託

　
⑵
機
構
改
革
（
各
庁
舎
へ
の
部
署

の
配
置
の
仕
方
を
含
む
）

　
⑶
補
助
金
の
あ
り
方

■
都
市
機
能
整
備
問
題
等
調
査
特
別

委
員
会
（
12
月
18
日
開
催
）

　
⑴
米
子
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基

本
計
画
策
定
に
係
る
取
組
状
況

に
つ
い
て

　
⑵
米
子
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基 

本
計
画
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
　

(

案)

に
つ
い
て

3
月
定
例
会
の
日
程

２
月
29
日
㈮ 

本
会
議
（
開
会
）

３
月
４
日
㈫ 

本
会
議
（
代
表
質
問
）

 

５
日
㈬ 

本
会
議
（
代
表
質
問
）

 

６
日
㈭ 

本
会
議
（
代
表
質
問
）

 

７
日
㈮ 

本
会
議
（
代
表
質
問
）

 

10
日
㈪ 

本
会
議
（
各
個
質
問
）

 

12
日
㈬ 

予
算
審
査
特
別
委
員
会

 

13
日
㈭ 

総
務
企
画
委
員
会

 
 

予
算
審
査
特
別
委
員
会

 

14
日
㈮ 

市
民
福
祉
委
員
会

 
 

予
算
審
査
特
別
委
員
会

 

17
日
㈪ 

経
済
教
育
委
員
会

 
 

予
算
審
査
特
別
委
員
会

 

18
日
㈫ 

建
設
環
境
委
員
会

 
 

予
算
審
査
特
別
委
員
会

 

21
日
㈮ 

予
算
審
査
特
別
委
員
会

 

25
日
㈫ 

本
会
議
（
閉
会
）

※
詳
し
く
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
お

　
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
議
会
事
務
局

　
　
電
話 

32ｰ

０
３
０
2

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

野 

坂 

道 

明

森     

雅 

幹

尾 

沢 

三 

夫

原     

紀 

子
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平成１９年１２月定例会提出議案等審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第１３６号 米子市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部を改
正する条例の制定について 総務企画 原案可決 全会一致

議案第１３７号 米子市福祉保健総合センター条例の一部を改正する条例の制定について 総務企画 原案可決 全会一致

議案第１３８号 米子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 市民福祉 原案可決 賛成多数

議案第１３９号 米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて 建設環境 原案可決 賛成多数

議案第１４０号 米子境港都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び米子市淀江町公
共下水道事業負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 建設環境 原案可決 全会一致

議案第１４１号 米子市公共下水道特別使用分担金徴収条例の制定について 建設環境 原案可決 全会一致

議案第１４２号 米子市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について 建設環境 原案可決 全会一致

議案第１４３号 米子勤労者体育センターの指定管理者の指定について 経済教育 原案可決 全会一致

議案第１４４号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について（皆生漁港北防波堤
設置工事） 経済教育 原案可決 全会一致

議案第１４５号 損害賠償の額の決定について 経済教育 原案可決 全会一致

議案第１４６号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について（米子市立学校給食
センター改築建築主体工事） 経済教育 原案可決 全会一致

議案第１４７号 財産の取得についての議決の一部変更について（史跡上淀廃寺跡買上げ事業
用地） 経済教育 原案可決 全会一致

議案第１４８号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について（農業集落排水事業
伯仙地区汚水処理施設土木工事） 建設環境 原案可決 全会一致

議案第１４９号 平成１９年度米子市一般会計補正予算（補正第４回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第１５０号 平成１９年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補正第１回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第１５１号 平成１９年度米子市下水道事業特別会計補正予算（補正第３回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第１５２号 平成１９年度米子市老人保健事業特別会計補正予算（補正第２回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第１５３号 平成１９年度米子市農業集落排水事業特別会計補正予算（補正第１回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第１５４号 平成１９年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第１回） 予算審査 原案可決 全会一致

議案第１５５号 道路整備の促進及び道路特定財源諸税の暫定税率延長に関する意見書の提出
について － 原案可決 賛成多数

議案第１５６号 米子－ソウル国際定期便利用促進実行委員会負担金に関する附帯決議につい
て － 原案否決 賛成少数

議案第１５７号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行に当たっては地方自治原則
の堅持を求める意見書の提出について － 原案可決 全会一致

諮問第　１　号 人権擁護委員候補者の推薦について － 原案同意 全会一致

継続審査となっていた議案の審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第１２７号 平成１８年度米子市一般会計等の決算認定について 決算審査 原案認定 賛成多数

議案第１２８号 平成１８年度米子市水道事業会計の決算認定について 決算審査 原案認定 賛成多数

議案第１２９号 平成１８年度米子市水道事業会計剰余金の処分について 決算審査 原案可決 全会一致

議案第１３０号 平成１８年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について 決算審査 原案認定 賛成多数
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番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

陳情第 ６９ 号 島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し、及び原子力に依存し
ないエネルギー政策の転換を求める陳情書 総務企画 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７０ 号
「集団的自衛権」の行使についての政府解釈の変更並びにミサイル防衛システム
導入に反対し、軍事費・在日米軍への財政支出を大幅に削減し、地方自治体
財源の充実を要求する意見書提出についての陳情書

総務企画 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７１ 号
沖縄戦における日本軍の命令・強制・誘導による「集団自決」の記述を削除、
修正させた教科書検定の結果を撤回し、同記述の速やかな回復を要求する意
見書提出についての陳情書

経済教育 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７２ 号 品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を求める陳情 経済教育 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７３ 号 日豪を初めとするＥＰＡ路線を転換し自給率の向上と食糧主権に基づく農政を求
める陳情 経済教育 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７４ 号 「ＪＲ不採用問題の解決に向けた協議の開始を求める意見書」の提出を求める
陳情書 総務企画 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７５ 号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行に当たっては地方自治原則
の堅持の意見書採択を求める陳情書 総務企画 採　　 択 全会一致

陳情第 ７６ 号 後期高齢者医療制度を初め、高齢者医療制度改悪の中止・撤回を求める意見
書採択を求める陳情書 市民福祉 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７７ 号 後期高齢者医療制度の撤回・見直しを求める意見書の提出について 市民福祉 不 採 択 賛成少数
陳情第 ７８ 号 文科省による軍の「強制」削除の沖縄「集団自決」検定意見の撤回について 経済教育 不 採 択 賛成少数

陳情第 ７９ 号 「現行保育制度の堅持・拡充、保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」
を求める意見書提出の陳情書 市民福祉 不 採 択 賛成少数

陳情第 ８０ 号 米子市私立幼稚園運営費助成並びに私立幼稚園保護者の教育費軽減に関す
る陳情 経済教育 採　　 択 全会一致

陳情第 ８１ 号 米子市情報公開制度条文の一部廃止の陳情書 総務企画 不 採 択 全会一致
陳情第 ８２ 号 放課後児童対策の充実強化を求める陳情 市民福祉 趣旨採択 全会一致

陳情第 ８３ 号 介護療養病床廃止・医療療養病床削減計画中止の意見書採択等を求める陳
情書 市民福祉 継続審査 －

陳情第 ８４ 号 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する陳情 市民福祉 不 採 択 賛成少数
陳情第 ８５ 号 地域医療と国立病院の充実に関する陳情書 市民福祉 不 採 択 賛成少数
陳情第 ８６ 号 妊産婦健診の助成の拡充を求める陳情書 市民福祉 採　　 択 賛成多数
陳情第 ８７ 号 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する陳情書 市民福祉 不 採 択 賛成少数
陳情第 ８８ 号 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する陳情 市民福祉 不 採 択 賛成少数
陳情第 ８９ 号 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する陳情 市民福祉 不 採 択 賛成少数

平成１９年１２月定例会受理陳情審議結果一覧表

印刷／合同印刷株式会社

継続審査となっていた陳情の審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

陳情第 １４ 号 島根原発プルサーマル計画の中止等についての決議を求める陳情 総務企画 取下承認 －

※　全会一致以外は、原案に対して可否を諮った結果を記載しています。

平成２０年１月臨時会（１月７日開催）提出議案審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第　１　号 市道の路線の認定について（大谷町１１号線） 建設環境 原案可決 全会一致

平成２０年１月臨時会（１月１７日開催）提出議案審議結果一覧表
番　　号 件　　　　　　名 付託委員会 結　　果

議案第　２　号 平成１９年度米子市一般会計補正予算（補正第５回）（原油価格高騰に伴う
緊急対策事業） 予算審査 原案可決 全会一致


